
川崎都市計画地区計画の変更（川崎市決定）

都市計画小杉駅東部地区地区計画を次のように変更する。

名 称 小杉駅東部地区地区計画

位 置 川崎市中原区下沼部、新丸子東３丁目、上丸子及び中丸子地内

面 積 約　２１．１　ha

地 区 計 画 の 目 標

小杉駅周辺地区では、駅前広場や道路等の都市基盤施設を整備改善し、交通結節

機能を向上させるとともに、土地の高度利用を図りつつ、商業・業務、研究開発、

文化交流、都市型居住等の機能が集積した広域的な拠点の形成を目指している。

この一部を構成する本地区は、段階的な工場の土地利用転換により、「研究開発・

業務・交流核」を形成するとともに、隣接する中丸子地区等の計画を踏まえ、商業、

都市型住宅等の導入も目指していく。このため、次の５点を目標に地区計画を定め

る。

①　研究開発、商業・業務、交流、都市型居住等の機能の導入や生産機能の高度化

を図り、これらの機能が高度に複合した拠点を形成する。

②　都市型生産拠点の機能をサポートする都市的サービスを担う機能を導入する。

③　隣接する小杉駅南部地区等と連携し、先端技術を通して、人・物・知識・情報

等の交流と新たな情報を創出する広域拠点を形成する。

④　周辺市街地環境との調和に配慮し、土地の高度利用を図り、緑化を推進するこ

とにより、新しい拠点にふさわしい魅力的な都市空間を形成する。

⑤　広域拠点にふさわしい都市基盤施設の整備改善を図り、交通結節機能の向上を

図るとともに、周辺地域と連携した交通ネットワークを形成する。

土地利用に関する基本方針

広域拠点にふさわしい新しい市街地形成を図るため、土地利用の方針を次のよう

に定める。

①　土地を高度利用するとともに、安全で快適な歩行者空間を創出することにより、

過度に自動車交通によらない街づくりの推進を図る。

②　広域拠点にふさわしい交流施設や地域社会開放型施設の整備を図る。

③　道路、広場等の公共施設と連続性のある地区施設及び公開空地を整備し、広が

りのある空間で市民が憩える環境を実現する。

④　Ａ地区には、商業・サービス、業務、宿泊・交流、都市型居住等の機能や防災

拠点機能を導入する。

⑤　Ｂ地区には、研究開発・業務機能と一体となった試作生産機能及びこれらの機

能を支援する利便サービス機能を導入する。

⑥　Ｃ地区には、研究開発、業務、交流機能（ホール等）及びこれらの機能を支援

する利便サービス機能（ショールーム等）を導入する。

⑦　Ｄ地区には、研究開発機能及びこれらの機能を支援する研修・宿泊、試作生産、

業務・利便サービス、居住機能等を導入する。



都市基 盤施 設等 の

整 備 の 方 針

土地利用転換にあたり、良好な市街地の形成を図るため、都市基盤施設等の整備

方針を次のように定める。

①　ＪＲ南武線向河原駅前及び（仮称）ＪＲ横須賀線武蔵小杉駅前に交通広場を整

備する。

②　都市計画道路東京丸子横浜線から向河原駅を結ぶ道路を整備し、東急武蔵小杉

駅南口と（仮称）ＪＲ横須賀線武蔵小杉駅、向河原駅を結ぶ都市軸の形成を図る。

③　小杉駅周辺地区の補助幹線道路として、ＪＲ南武線沿いに地区南北を結ぶ動線

を確保する。

④　地区内に地区周辺の居住者や就業者などが利用できる有効（公開）空地を整備

する。

⑤　自動車交通と立体分離した人工地盤上に大規模な歩行者空間を創出し、地上レベ

ルの公開空地と連結させた円滑かつ安全な歩行者ネットワークを形成する。
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建築物等の整備の方針

建築物等の整備方針を次のように定める。

①　建築物の整備にあたっては、日照、風、景観など周辺環境への影響に配慮しつ

つ土地の高度利用を図る。

②　都市景観に配慮し周辺環境との調和を図るため、建築物の配置、高さ、壁面の

位置などについて必要な制限を行う。

③　地区内に大規模なオープンスペースを確保し、安全で快適な歩行者空間を形成

する。

④　オープンスペースは都市景観に配慮した計画とし、地域に開放される施設を適

切に配置し、連続性をもたせる。

⑤　地区内に適切な駐車場を整備する。

⑥　地区内に都市的サービス機能を整備する。

再 開 発 等 促 進 区 約　２１．１　ha

主 要 な 公 共 施 設 の

配 置 及 び 規 模

地区幹線道路１号　幅員１６ｍ、延長約５２０ｍ

地区幹線道路２号　幅員１２ｍ、延長約８６０ｍ

交通広場１　面積約１，９００㎡

交通広場２　面積約３，４００㎡

公園　　　　面積約１，１００㎡



地 区 施 設 の

配 置 及 び 規 模

広場１　面積約７，０００㎡

広場２　面積約　　９００㎡

歩道状空地１　面積約３，０００㎡

歩道状空地２　面積約　　４００㎡（幅員４ｍ　延長約１００ｍ）

地区の

名 称
Ａ地区 Ｃ地区

地区の

区 分 地区の

面 積
約２．０ｈａ 約４．０ｈａ

建 築 物 等 の

用 途 の 制 限

次に掲げる建築物は建築してはならな

い。

①　住宅（共同住宅を除く。）

②　カラオケボックスその他これに類す

るもの

③ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、

勝馬投票券発売所、場外車券売り場そ

の他これらに類するもの

④ キャバレー、料理店、ナイトクラブ、

ダンスホールその他これらに類するも

の

⑤ 個室付浴場業に係る公衆浴場その他

これに類するもの

⑥ 倉庫業を営む倉庫

⑦ 畜舎で床面積の合計が１５０㎡を超

えるもの

⑧　自動車教習所

次に掲げる建築物以外のものは建築し

てはならない。

①　事務所

②　店舗、飲食店その他これらに類する

もの

③　博物館、展示場その他これらに類す

るもの

④　自動車車庫

⑤　歩廊、渡り廊下その他これらに類す

るもの

⑥　巡査派出所、公衆電話所その他これ

らに類する公益上必要な建築物

⑦　前各号の建築物に附属するもの
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建築物の容積率

の 最 高 限 度

―
　

１０分の６０

ただし、次の各号のいずれかに該当す

る部分の床面積は延べ面積に算入しな

い。

①　同一敷地内の建築物の中水道施設、

コージェネレーション施設、地域冷暖

房施設、防災用備蓄倉庫、消防用水利

施設又は都市高速鉄道の用に供する変

電所（以下「中水道施設等」という。）

の部分の床面積の合計の建築物の延べ

面積に対する割合が著しく大きい場合

における、当該中水道施設等の部分（床

面積の合計の敷地面積に対する割合は

１０分の５を限度とする。）

②　当該敷地内の建築物の各階の床面積

の合計（同一敷地内に２以上の建築物

がある場合においては、それらの建築

物の各階の床面積の合計の和）の５分

の１を限度として自動車車庫その他の

専ら自動車又は自転車の停留又は駐車

のための施設（誘導車路、操車場所、

乗降場及び機械室（ダクトを含む。）を

含む。）の用途に供する部分



１，０００㎡ ５，０００㎡
建築物の敷地面積

の 最 低 限 度 ただし、巡査派出所、公衆便所その他これらに類する公益上必要な建築物にあっ

てはこの限りでない。

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて

はならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分につい

ては、この限りでない。

①　地盤面下に設けられる建築物又は建築物の部分

②　道路の上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下

の用に供する建築物の部分

③　巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分

８０ｍ １６０ｍ

建 築 物 等 の

高さの最高制限
ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物

の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の８分の１以内の場合に

おいては、その部分の高さは、１２ｍを限度として算入しない。

建築物等の形態

又は意匠の制限

地区の都心軸の結節点であることか

ら、にぎわいの演出に配慮した建築形態

とする。また、建築物の外壁又はこれに

代わる柱の色彩は、周辺の街並みに調和

した色彩とする。

広域拠点地区のランドマークにふさわし

い良好な景観形成に資する建築形態とす

る。また、建築物の外壁又はこれに代わ

る柱の色彩は、周辺の街並みに調和した

色彩とする。
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垣 又 は さ く の

構 造 の 制 限

道路に面する部分に設ける垣又はさく

の構造は、生け垣又は透視可能なフェン

ス等を主体とした開放性の高いものとす

る。
－

「区域、再開発等促進区区域、地区整備計画区域、地区の区分、主要な公共施設及び地区施設の配置並びに壁面の位

置の制限は計画図表示のとおり」

理由　別紙理由書による。



理　由　書

川崎都市計画地区計画の変更　　小杉駅東部地区地区計画

小杉駅周辺地区では、駅前広場や道路等の都市基盤施設を整備改善し、交通結節機能を

向上させるとともに、土地の高度利用を図りつつ、商業・業務、研究開発、文化交流、都

市型居住等の機能が集積した広域的な拠点の形成を目指しております。

この小杉駅周辺地区の一部を構成する本地区は、段階的な工場の土地利用転換により、

特に「研究開発・業務・交流核」を形成することを目標として、平成８年１２月に小杉駅

東部地区再開発地区計画として都市計画決定し、さらに、平成１７年１月には隣接地区の

開発動向を勘案した計画の見直しを行っております。

一方、本地区においては、平成１７年４月に（仮称）ＪＲ横須賀線武蔵小杉駅の設置が

正式に発表されるなど、地区の交通拠点機能の向上が見込まれることから、交通広場等の

都市基盤施設を整備し交通結節機能を強化するとともに、駅前にふさわしい商業･業務、

宿泊等の機能を誘導し、小杉駅周辺地区全体の総合的整備を推進していくことが課題とな

っております。

以上のことから本案は、小杉駅東部地区約２１．１ｈａについて、新たに増強される交

通拠点機能に対応するよう、交通広場等の都市基盤整備を図るとともに、駅前にふさわし

い複合市街地を形成するため、地区計画を変更しようとするものです。


